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第8章 外国人保 護 　 　、　
　　

○生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置

について 『 　
　

昭和29年5月8日 概 第382与 　

{各都 道府県知事宛 厚生省社 会局

注 平成26年6月30日社援発0630第1号改正現在 　、、　

生活に困窮する外 国人 に対 す る生活保護 の措置 については、貴職 におか .

を期 してお られる ことと存ず るが、今般 その取扱 要領並 びに手続 を下記 のと

ので、了知の うえ、 その実施 に万全 を期 せ られたい。 　

記 「　
一 生活保 護法(以 下単 に 「法」 とい う

。)第1条 によ り、外 国人 は法り潭用d°

ないのであ るが、当分 の間、生活 に困窮する外 国人 に対 しては一般 国民 に 　
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驚難 鷺 鱗 羅 灘謙 麟1治罫1
へ　 へ 　

甜定轟 講 欝 絃 欝 爾 誓享篇 惹稲 癒 謡寵 ・　
(昭和26年齢 第3ユge・以下 「燈 法」という.)に 基づく在留カード璋 鱒 ぎ

灘 驚 章早駕雛盤轍劉鷺灘購簿 　じ
た当該生活困窮者の住居地を管轄する保護の実施機関に対し、申請者及び ・

/'Aisus,

とす る者 の国籍 を明記 した保 護の申請書 を提出す るとと もに有効 なる在留 　 「,

(2)特裂叢 講 翻 熱 提出及び在留力叔 は特別永蜘 匪
があったときには申請書記載内容と在留カード又は特別永住者証明書の記

照合して、申請書記載事項の確認を行うこと。

(3)前 号の確認が得られた外国人が要保護状態にあると認めた場合には、

関はすみやかに、その申請書の写並びに申請者及び保護を必要とする者の

又は特別永住者証明書の番号を明記した書面を添えて都道府県知事に報

(4)保 護の実施機関より報告をうけた都道府県知事は当該要保護者が、その

代表部若しくは領事館(支 部又は支所のある場合にはその支部又は支所)1

の斡旋による団体等から必要な保護又は援護を受けることができないζと

1490 .

　

保護 の実施機 関に通知す る こと。

する外 国人が朝鮮 人及び台湾 人である場合 には前記一(3)及び(4)の手続 は、

囮を必要 としない こと。

・た外 国人が安 定 した職業 に就いた こと等 によ り保護 を必要 としな くなった

該外国人に対 して法第55条 の4第1項 の規定 に準 じて就労 自立給付金 を支

o

運用指針は次の通りであるので、これが取扱について遺憾のないよう配意さ

)"

')に生活 に困窮す る外 国人が保護 を受 け よう とす る ときは
、有効 な る在 留

將 別永住 者証明書 を呈示 しなけれ ばな らない とあるが、外 国人が この呈示 を

滋 しくは実施機関の行う保護の措置に関する事務に外国人が協力しない場合
ロ ・すべ きか。

の 保護 は法を準 用 して行 うのであ るか ら、実施機 関 として は保護 を申請 した

に保 護を必要 とす る外 国人 について、当然一般 国民 に対す る場合 と同 じく保

必 な種 々の調査 をしな けれ ばな らない。而 るに外 国人 につい ては一般 国民 の

ヤ その生活実態、家族構成、稼働状況、収入状況等 につ いての適確 な把握 が
'ので申請者若 し くは保護 を必要 とす る者 の協力 を特 に必要 とす る

。従 って、

、.どつ く種々 の調査の際 申請者若 しくは保護 を必要 とす る者が実施機 関の必要 と

を行 わない ため、或 は当該外 国人 の身分 関係、居住 関係 を明確 にする有効 なる

ド又 は特別永住者証明書 を呈示 しないために、実施機 関が当該外 国人について

　)客観的事実が把握で きないような場合 には、実施機 関 としては、 適正な保

:で きない ので、 申請者若 しくは保護 を必要 とする者 が急迫 な状 況にあっ
　

、seと がで きない場合で ない限 り、 申請却下 の措 置を とるべ きである。一方 か

二は実施機 関は必要 とあれば治安 当局 に連絡 し、在留外 国人 の公正 な管理事務

ミきで あ る。`
■　集団で保護 を申請 して きた ときの取扱如何。

Nが集団で保 護 を申請 して きた ときには、一般国民 の集 団申請 に対す る取扱 と

纒 凝 麓鶴聞瀦 繋 膝髪笛羅 看難灘婁纏 享
機関の行う保護の措置の事務に協力しない場合には、一切かかる保護の申請

　
べ きで は な い 。
　　
、に困窮する外国人が保護の申請を、福祉事務所を設置しない町村の長を経由し

　

合、町村長 は如何 に処理すべ きか。

を経 由して提 出され た申請書 につ いては、町村 長は法第24条 第6項 の規 定 を

該 申請書及 びそ の他 の必要書類 を実施機 関に送付 しなければな らないのであ

の際、保護 を必要 とす る者が外国人で あるこ と及 び当該外 国人 の在留 カー ド又

・ 者証明書の番 号 を明記 した書面 を添付 しなければな らない。

・困窮す る外 国人の子弟 について は、特別 の教育 という ものが考 え られるが、

　
　 ・ ヱ49ヱ　
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これ らにつ いては如何 に対処 すべ きか。'

(答)通 知 に よって も明確 な とお り、外 国人 に対す る保護 の措 置は、法 に準 じて 、

こ とになっているのであるか ら、生活 に困窮す る外 国入の子弟 のみが教 育基本法1

す る日本 国民 の義務教育 に準 ずる教育以外 の特別 の教育 を受 ける ことを認め るこ

きない。従 って学校 教育法第1条 に規定す る小学校、 中学校 以外 の各種 の学校 に

受 ける教育 については教 育扶助の適用 を認 めるこ とはで きない。又特 定の学校 に

通学費 を必要 としなが ら受け る外 国人 のた めの教育 につ いては、その通学費及び

教育 のために必要 な教 育費 を教育扶助 の内容 として認 める ことはで きない。 　

問5通 知二 において終戦前 よ り国内 に在留す る朝鮮 人、台湾人について特例 を設1

由。 ・

(答)終 戦 前 よ り国内 に在留す る朝鮮 人、台湾人 は従 来 日本 の国籍 を有 していたD

り、講和条約 の発効 に よって始めて 日本国籍 を喪失 したわけであ る。従って、

発効前 においては 日本国民 として法の適用 を受 けていた点、条約発 効後 においで

のまま 日本 に在留 する者多 く、生活困窮者 の人 口に対 する割合 も著 し く高い点、S.

種 々の外交 問題 が解 決 していない以上、外交機 関よ り救済 を求め ることが現在の、

全 く不可 能である点等 よりして、かか る朝鮮人、台 湾人の保 護 について は、

と同様 に複雑 な手続 を経 る ことは何 らの実益 も期待 で きないので、特 にその ∴

問難萎灘難 難 懇 鞍 識」と幅
(答)外 国人 に対 す る保 護等 は、 これ を法律上 の権利 として保 障 した もので はな く、1
一方 的な行 政措置 によって行 って いるものである

。従 って生活 に困窮す る外 国人は

を準用 した措 置に よ り利益 を受 けるのであるが 、権利 として これ らの保護等 の 　

求す る ことはで きないp日 本国民 の場合 には、法 に よる保 護等 を法律上の権利 と1　

障 しているのであ るか ら、保護等 を受 ける権利 が侵害 された場合 にはこれ を排 　

(不服 申立の制度)が 開かれてい るのであるが、外 国人の場合 には不服 の申立 　

とはで きないわけであ る。 　

なお、保 護等の内容等 につい ては、別段取扱 上の差等 をつ けるべ きで はない。・

問7生 活に困窮す る外 国入が入 院 した場合 において、法 による取扱 に準 じて認定

住地 と在 留カー ド又 は特別永住者証 明書 に記載 されてい る住居地 とが異 なるとき

かにすべ きか。 、r;　 、

(答)外 国人 に対す る保護 の実施責任 は、在 留カー ド又 は特別永住者証 明書 に記載

いる住 居地 によ り定 め られ るか ら、設 問の場合は、在留 カー ド又 は特別永住者

記載 されてい る住居地 に よるべ きものである。 　

問8法 による取扱 に準 じて認定す れば居住 地がない場合であ っても、入管法及

例法 において は、住居地が あるもの とされるが、外国人 の保護 につ いては、 法 　

1号 に準 じた費用 の負担 は行 われない ものであるか。 　 　

(答)保 護の実施責任 は、在留 カー ド又 は特 別永 住者証明書 に記載 され ている
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　「生活 に困窮す る外 国人 に対す る生活保護 の措置 につ いて」 の一部改正等 につ いて

a'ら
、費用 の負担 について、法 第73条 第1号 に準 じた取扱 は、あ り得 ない もので あ

)

　養護老人ホームに収容された外国人が保護を要する場合、保護の実施責任は老人福

による措置の実施責任と一致すると解して差しつかえないか。
　 　

老人福祉法による措置の実施責任は居住地又は現在地(養 護老人ホーム又は特別養

人ホームへ収容される場合は、収容前の居住地又は現在地)に よるが、困窮外国人
!る 保護の実施責任は在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地を
一6保護の実施機関が負うことになるので、保護の実施責任と措置の実施責任は一

.いことがある。
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)「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措

、9Lについて」の一部改正等 について
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謄 理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等
　 き 　 　

八 管理に関する特例 法の一部 を改正す る等 の法律(平 成21年 法律第79号 。以下 「改
　というO)の 施行 に よ り

、平成24年7月9日 か ら新 た な在留 管 理制 度が 導入 され

ts在留aSa理制度 において抵、外 国人登録法(外 国人登録証明書)が 廃止され、新

　国管理及 び難民 認定法(昭 和26年 政令第3ユ9号)に 基 づ く在留 カー ド及 び 日本国

条約 に基づ き 日本 の薗籍 を離脱 した者等 の出入国管理 に関す る特例法(平 成3年

・号)に 基づ く特別永住者 証明書 が導入 される ことか ら、 「生 活 に困窮 する外 国入
　 　 ぼ し

生活保護の措置 について」(昭和29年5月8日 社発第382号 厚生省社会局長通知)

とお り改正 し、平成24年7月9日 か ら適用す ること としたので、御了知 の上、 そ

・に遺漏のない よう配意 された い。

の通知の適用 について は、 中長期在留者が所持す る外 国人登録証 明書 は在留 カー

い　特別永住者が所持する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。

外薗人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第15条第2項 各号

、間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項 各号に

・間とする・
一 一
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